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WADA設立の経緯・規定/条約の策定からみたスポーツ界・政府間の
 パワーオブバランスとネットワーク
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法整備の必要性

• ドーピング検査

– 企業敷地等への検査員立入り（競技会外検査）

– 競技会外検査時の血液採取

• 未成年競技者対応

– 保護者の事前承諾取得の必要性の協議

– 違反発生時の情報開示

• スポーツ仲裁制度

– ドーピング防止規則に精通した法律家養成

• 体育系／医薬系大学でのドーピング防止教育

• レクリェーショナルドラッグ


	スポーツ立国戦略��と��アンチ・ドーピング活動
	WADA設立の経緯・規定/条約の策定からみたスポーツ界・政府間の�パワーオブバランスとネットワーク
	法整備の必要性

